
 

令和６年２月２日告示第11号 

田村市空家等除却事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」と

いう。）第12条の規定に基づく必要な援助として、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家

等の所有者等が、自ら当該空家等の除却工事等を実施する場合に、補助金を交付することに関し、

田村市補助金等の交付等に関する規則（平成17年田村市規則第39号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示における用語は、次項を除き、法の定めるところによる。 

２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 除却工事 空家等のうち建築物の全部の撤去に係る工事（門扉及び塀等の撤去に係るもの

を除く。）をいう。 

(２) 附帯工事 空家等のうち門扉、塀、立木その他土地に定着するものの撤去に係る工事（家

財道具等の処分を含む。）をいう。 

(３) 除却工事等 除却工事又は除却工事と附帯工事を併せて行う工事をいう。 

（補助対象空家等） 

第３条 補助金の交付の対象となる空家等（以下「補助対象空家等」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当する空家等とする。 

(１) 田村市空家等対策協議会において特定空家等と認定されたもの 

(２) 個人が所有する空家等であること。ただし、空家等が共有である場合は、当該共有者全員

から除却工事等についての同意を得られていること。 

(３) 抵当権等が設定されていない空家等であること。ただし、抵当権利者から除却工事等につ

いて同意を得ている場合は、この限りでない。 

(４) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。 

（補助対象者） 

第４条 補助対象者は、市税の滞納がない個人のうち、田村市暴力団排除条例（平成24年田村市条

例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員に該当しない者であって、次の各号のいずれかに該

当するものとする。 

(１) 補助対象空家等を所有し、登記事項証明書に所有者として登録されている者（当該対象物



 

が共有である場合は、当該共有者のうちから選任された代表者１人をいい、未登記の場合は、

家屋課税台帳又は固定資産税納税通知書に記載されている者をいう。）又はその相続人（相続

人が複数いる場合は、選任された代表者１人をいう。） 

(２) 補助対象空家等が存する敷地を所有し、登記事項証明書に敷地所有者として登録されてい

る者（未登記の場合は、土地課税台帳又は固定資産税納税通知書に記載されている者をいう。）

であって、前号に該当する者から除却工事等についての同意を得られている者 

（補助対象工事） 

第５条 補助金の交付の対象となる除却工事等（以下「補助対象工事」という。）は、次の各号の

いずれかに該当する事業者が補助対象者から請け負う行為とする。 

(１) 建設業法（昭和24年法律第100号）別表第１の下欄に掲げる業種のうち土木工事業、建築工

事業又は解体工事業のいずれかの許可を受けた建設業者 

(２) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第21条第１項の登

録を受けた解体工事業者（補助対象者との工事請負契約額が500万円未満のものに限る。） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。 

(１) 他の補助金の交付を受けようとする工事 

(２) 補助対象空家等の一部分を除却する工事 

(３) 同一所有者による補助対象空家等の建替えを目的とした工事 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号に掲げる

経費とする。 

(１) 除却工事等に要する工事費 

(２) 除却工事等により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 

(３) 周囲への安全を確保するうえで、除却工事等及び廃材等の処分の際に必要と認められる経

費 

(４) 前３号に掲げるもののほか、除却工事等に要する諸経費 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額（千円未満の端数がある場合は、これを

切り捨てる。）とし、50万円を限度として、これを予算の範囲内で交付する。 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付申請は、規則第４条第１項の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、



 

市長に提出しなければならない。 

(１) 位置図 

(２) 現況写真 

(３) 誓約書（様式第１号） 

(４) 登記事項証明書（未登記の場合は、家屋（土地）課税台帳又は固定資産税納税通知書の写

し） 

(５) 申請者が第４条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類 

(６) 申請者が記載されている住民票 

(７) 申請者の納税証明書 

(８) 工事見積書（内訳明細の付いたもの）の写し 

(９) 空家等が共有である場合は他の共有者全員、相続人の代表者が申請する場合は他の相続人

全員、敷地所有者が申請する場合は第４条第１号に該当する者、空家等に抵当権等が設定され

ている場合はその権利に係る者の同意書（様式第２号） 

(10) 空家等に抵当権等が設定されている場合は、抵当権者等からの抵当権解除証書の写し 

(11) 第５条第１項に規定する建設業法の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律の登録を受けた解体工事業者であることを証する書類 

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 規則第４条第２項に規定する書類は、同条第３項の規定により省略するものとする。 

３ 補助対象工事は、規則第５条の規定による交付決定の後に着手しなければならない。 

（軽微な変更） 

第９条 規則第６条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更と

する。 

(１) 実質的な内容の変更を伴わない補助対象工事の細部の変更 

(２) 補助金の額の変更を伴わない補助対象経費の変更 

（実績報告） 

第10条 補助対象者は、補助金の交付決定があった日に属する年度の２月末日までに、規則第14条

第１項の規定により市長に実績を報告するものとする。この場合において、同項に規定する書類

は次のとおりとする。 

(１) 補助対象工事に係る工事請負契約書等の写し 

(２) 補助対象工事の工事写真（着手前、工事中及び工事完了後） 



 

(３) 補助対象工事に係る領収書の写し 

(４) 解体工事により生じた廃棄物の処分を証明する書類 

（補助金の請求及び交付） 

第11条 補助対象者は、補助金の交付を請求するときは、田村市空家等除却事業補助金交付請求書

（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（補足） 

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 
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様式第３号（第11条関係） 

 


